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厂留学生10万 人計画」以後の 日本語教育

丸 山 敬 介

【キーワー ド】 「留学生10万 人計画」,教 育養成期,教 育機関整備期,再 編成期

1.は じめ に 本稿 の 目的 と先 行研 究

国際交流基 金の'93年の調査1)によ ると,'79年 か ら'93年の 問に,日 本語教 育機関の

数 は5.9倍,そ の教 師数 は5.1倍,同 じく学習者数 は12.8倍 の増加 とな ってい る。'90

年の調査 と比較 して も,こ の3年 間に機 関の数は1.7倍,教 師数は1.6倍,学 習者数 は

1.7倍 となっている。 そ うした模様 を この調査 では,「 日本語教 育が急激 に盛 んにな っ

てい ることがわか る。(中 略)'80年 代以 降になって日本語教育が盛ん になった ことが

うかが え」2)るとして いる。 ところが一方,'94年2月13日 の東京新聞 には,「 日本語学

校 に廃校 の嵐」 とい う見出 しの記事がある。それ によると,日 本国内の不況で就学生

が減少 しまたバブル時代 に安易 な日本語学 校認定が行われた結果,'94年 には 日本語

学校 の閉校 が相次 ぎ,同 年3月 にはその数 が100校 に上 るよ うだ とい う。

海外 と国内 との違い はあ るものの,こ の落差 ・異な りは異様 とい ってよかろ う。そ

してその落差 ・異 な りとは,昨 今 の 日本語教育 をと りま く環境 またそれ による日本

語教育 自体 の変化 の激 しさの現れ といって も過言ではあるまい。

国際交流基金の調査 に示されてい る今 日の 日本語教育の隆盛ぶ りは,'83年 の 「21

世 紀への留学生政 策に関す る提言」及び'84年 の 「21世紀 への留学生政策 の展 開につ

いて」 で うたわれた,厂 西暦2000年 には留学生 を10万 人 に」の呼 びか けを大 きな きっ

か け としてい る。それ によって,戦 後初 めて国策 としての 日本語教育が大 きく打 ち出

された ので ある。 また,そ れによって,一 つ の社会現象 として 日本語教育が認知され

広が ってい くのであ る。一方,東 京新聞 に指摘 された衰退ぶ りは,景 気の後退 ・日本

語教育行政 のあ り方をその背景 に持つ。 日本語教育 とりわ け国内の学習者の内の実 に
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76.8%が 在籍 する3)民間の日本語教育機 関は文部 ・外務 ・法務 の各省 の行 政下 におか

れているが,こ うした機 関の運営は,そ の三省 を とりま く内外の状況 と国内経済 ・国

際経済の動向 に大 きく影響 され る。バ ブル経 済の破綻,未 曾有の急激な円高,長 期 に

わた る景気 後退 など'90年代初頭 の 日本経済 は一時 の勢 いを失 ってい るが,民 間の日

本語教育機関 はそ うした影響 を入学者減 とい う形で もろに受 ける。

そこで,本 論で は,そ の時々の社会の動向を明確 に反映す る今 日の国内 の日本語教

育 を,前 述 「留学生10万 人計 画」 を起点 と しその後現在 に至 るまで,主 に行政 との関

わ りにおいて通時 的な観点か ら検討す るこ とを目的 とす る。

検討 を始めるに当た って,今 までになされた 関連の研究をま とめてお く。

今 日の 日本語教育 を行政 との関連で研 究 した ものには,日 本語教育学会編 『日本語

教育70号 』があ り,そ こでは 「日本語教 育 と社会」 とい う特集を組んで言 語政策 など

を取 り上 げている4)。また,同 『63号』 では 日本語教育振興施策の一つ と しての教員

養成 を取 り上 げてい る5)。さ らに,「留 学生10万 人計 画」の途 中経過 の実態 を調査 し

た総務庁行政監察局編 『留学 生10万 人計画 を目指 して』が ある。 しか し,こ れ らはい

ずれ も本論 の 目的 とす る通史的な もので はない。その他,資 料 となる もの には,文 部

省 の公報誌 『文部時報』があ る。 ここには,各 々の施策に関 して,行 政の立場か らの

報告があ る。また,日 本語教育学会編 『日本語教育の概 観』 には,各 種答 申 ・提言 ・

報告が抜粋で収録されている。さ らに,ほ ぼ毎年刊行 されてい る文化庁 国語課編 『国

内の 日本語教育機関の概 要』 には,機 関数,学 習者数,教 員数な どの統計 的資料が掲

載 されて いる。

一方
,ア ルク出版 『月刊 日本語』で は折々の 日本語教育 関連事項で特集を組むこと

が ある他,「 日本語」「留学生」 をキー ・ワー ドに朝 日 ・毎 日 ・読売の3紙 のデータ ・

ベースか ら検索 した 「日本語 ・留学生 ダイジェス ト」,さ らに日本語教育 における話

題 を取材 しま とめた 「日本語教 育界 ニ ュース」の2コ ーナーが ある。

本論で はこれ らの論文 ・資料 を材料 に検討 を進 めてい くが,「留 学生10万 人計画」

以降の動 きを次の3期 に分 けて考察を進 める もの とす る。

1.「 教員養成期」 一83年 の 「留学生10万 人計画」か ら'88年の第1回 「日本語

教育能力検定試験」実施 まで

2.「 教 育機関整備期」一'88年 の 「日本語教育 施設の運営 に関する基準 について」
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か ら'90年の 「日本語教育振 興協会」財団化 まで

3.「 再編成期」 一 それ以降現在 に至 るまで

ただ し,以 上 の時代区分はある事項 ・で きごとによってはっ きりと明確になされる

もので はな く,後 述の ように,多 少 の幅 を持 った ものであるこ とを断 ってお く。

2.教 員 養 成 期

198321世 紀へ の留学生政 策懇談会,「21世 紀 への留 学生政策に関す る提言」 を内

閣総理大臣及 び文部大臣 に報 告。

1984留 学生問題調査 ・研究 に関す る協力者 会議,「21世 紀へ の留学生 政策の展開

について」 を発表。

1985日 本語教育施策の推進に関す る調査研究会,「 日本語教員 の養成等について」

発表。

1986民 間機関における 日本語教師養成講座開講相次 ぐ。

1987日 本語教員検定制度 に関す る調査 研究会,「 日本語教 員検定制度 につ いて」

発表。

「日本語教育能力検定試験」 試行 試験 実施。

1988第1回 「日本語教育能力検定 試験」実施。

1991「 大学 日本語教員養成 課程研 究'協議会」発足。

今 日の 日本語教育の普及ぶ りは,上 記'83,'84の 報告及 び提言 を端緒 と している と

いって も過言で はない。'83年5月,東 南 アジア諸 国を歴訪 した中曽根首相(当 時)

は,各 地で元在 日留学生 と懇談 したが,そ の折,「 『君 たちの子 どもを どこに留 学させ

たいか』 と聞 くと,ア メ リカだ,イ ギ リスだ,と い う答 えが返 って きた とい う。そん

な ことで,日 本の留学生政策の不備を痛感 して帰 国 し,さ っそ く,留 学生対策 を考 え

ねばな らない とい うことで,中 曽根 氏が文部大 臣に指示 を出 した。そ して留学生政策

に関す る小 さな委員会がで き」6)たのが ,そ もそ もの発端で あ る。 もちろん それに基

づ いた行政施策以外 に,日 本経済の国際 的地位 の向上によって もた らされた学習者の

自然増 もあったが,決 定的な影響 を与 えた のはこれ らによって示 された 「留 学生10万

人計画」であ ることは間違 いない。 この後,各 地の国立大学 に 「留学生セ ンター」が

設 けられ るな どし計 画は着 々 と実現 されてい る7)が,実 現 に当 たって まず着手 された
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のが教員 の養成であ る。

その具体 的 な方策 については,'85年 の 「日本語教員 の養 成等 につい て」 におい て

基本計画が述べ られてい る。それによる と,西 暦2000年 には留学生 その他で国内で 日

本語を学ぶ 者計142.500人,そ れ に必 要な 日本語教 員計24.900人8)と 試算 し,そ の教

員の確保 のため,ア.国 立大学 に養成学科 を設 けるこ と,イ.養 成 プログ ラムの内

容 ・水準 や期 間な どを明確 にす ること,ウ.教 員 の資質 ・能力の向上 に資す るため検

定制度を設 ける必 要のあること,の3点 が述べ られ てい る。

以上 は順 次実現化 され,ま ず'85年,ア に基づいて,筑 波大学及 び東 京外国語大学

に日本語教員養成学科が新設 され た。その後,国 立大学 の養成学科 は以下の ように急

速 に整備 され てい る。

'85年 筑波大学 日本語 ・日本文化学類(主 専攻)
、

東京外 国語大学 日本語学科(主 専攻)

'86年 大 阪大学 日本語学科(主 専攻)

広島大学 日本語教育学科(主 専攻)

お茶の水大学 日本語教育基礎 コース(副 専攻)

横浜国立大学 日本語教育基礎 コース(副 専攻)

'87年 大阪外国語大学 日本語学科(主 専攻)

愛知教育大学 総合科学課程 日本語教 育 コース(主 専攻)

'88年 東北大学 日本語学科(主 専攻)

東京 学芸大学 国際文化教育課程 日本研究 コース(副 専攻)

京都教育大学 総合科学課程 言語文化 コース(副 専攻)

香川大学 総合科学課程 言語文化 コース(副 専攻)

名古屋大 学大学 院 文化研 究科 日本言語文化専攻 博 士課程(前 期)

'89年 琉球大学 総合 科学課程 日本語教育 コース(主 専攻)

静 岡大学 教 育学部総合教育課程 国際文化教育 コース(副 専攻)

'90年 名古屋大学大学院 文化研究科 日本言語文化専攻 博士課程(後 期)

広 島大学 日本語教 育専攻 修士課程

また,イ に基づいて,こ れ ら新設学科 を除 く一般の大学及び一般民 間機関 における

日本語教 員養成 の標準的内容が明記された。
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まず,① 日本語の構造 に関す る体系 的,具 体 的な知識 その他 日本語 に関す る知識
,

② 日本事情,③ 言語学的知識 ・能力,④ 日本語 の教授 に関する知識 ・能力 の,教 育す

べ き4つ の領域 とそれ ら各領域に求められ る単位数 ・時間数を明確 に した
。そ して大

学学部 においては,他 の専門分野 の教育 と合わせ て最低 限必 要な知識 ・能力 を習得さ

せ るこ とを目的 とす る 「副専 攻」及 び日本語教 員 として必要 な相当程度の知識 ・能力

を習得 させ ることを 目的 とする 「主専攻」 とい う二つの概念 ・そ してそれに基 づいた

プログ ラム案を設け,そ れぞれ26,45単 位 とした。 これを受 け,'87～'88年 ごろには

大学で主専攻 ・副専攻 の開講が相次 いだ9)。さ らに,そ うした大学の情報交換 の場 と

して,'91年11月,任 意団体 「大学 日本語教員養成 課程研究協議会」(大 養協)が 発足

した。

また,民 間の養成機関 に対 して も,副 専攻 を もとにそれに相 当す る もの と して,同

領域 ・計420時 間 とい う基準 を明 らか に した。 これ によって初 めて民 間機 関にお ける

教員養成 の指針が示 され,既 存 の講座 の整理統 合 ・新 規の講座開講が相次 ぎ,'86年

ごろか ら 「教師養成ブーム」1°)が出現 した。

さらにウは,'87年 の 「日本語教員検 定制度につい て」 を経 て,'88年 第1回 「日本

語教育能力検定試験」実施 とい う形で 実現 した。 これ は,「 日本語教員の養成等 につ

いて」における副専攻 と同程度の内容 ・水準 とし,試 験範囲 もそ こに示 され た前記4

領域 を細分化 した もので ある。そ もそ も 「国際感覚 と教 養,豊 かな人間性(中 略),

検 定は,こ れらの資質 ・能力のすべてについ て審査す るものではな く,日 本語教育 に

関す る知識能力 が 日本語教 育の専 門家 と して必 要 とされ る水準 に達 してい るか どう

か」だ けを審査 する ものであ り,「日本語教員 となるため の資格 を付与す る ものでは

ない」(以 上,「 日本語教員検定制度のついて」 よ り抜粋)は ずであ ったが,後 述 のよ

うに,'88年 に教員の資格 をも含めた 「日本語教 育施設の運営 に関す る基準 につ いて」

が発表され,さ らにそれに沿 って 日本語教 育振興協 会が 日本語教 育機 関の公 的認定 を

行 ってい くに従 って,'90年 代初頭 か ら次 第 に検定 合格が 日本語教 師 の免 許 同然 に

な ってい くことになる。

第1回 「日本語教 育能力 検定試験」 は,4.758人 の受験者数 を数 え,19.7%の 合格

率 であ る。 この,5.000人 の受験 者 ・20%の 合格率 とい うのはその後 回を重 ねて も大

きな変動 はない。 この試験 に関 しては当初か ら論議があ り,た とえば 田中(1992)は ,
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グラフ1日 本語教 員数の推移
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「教師の画一化を助 長する要 因」 とな り,し か も 「日本語 その もの と言語学 的な知識

の項 目数 の比率が高 く,一 方,教 育面は世界の外 国語教育 の現状か ら比較 する とか な

り遅れた 内容で,質 的 にも量的 にもア ンバ ランスが生 じている」11)と述 べてい る。『月

刊 日本語』編集部が民 間の 日本語教 育機 関 ・教 員に対 して行 ったアンケー ト12)でも,

試 験に合 格 していた ほうが よい ・合格 は待遇改善 に有効だ とす る意見があ る程 度の割

合を占めはする ものの,そ の一方でその必要 はない ・特 に有効 だ とは思え ない とい う

結果 も出ている。さ らに,海 外在住 の 日本人 の日本語教師 に対 するア ンケ ー トにおい

て は,ア メリカ ・オース トラ リア ・韓国な どで おおむね否定的な評価が下 され てい る。

しか しなが ら日本国内において は,開 始後10年 近 く経 ち,検 定合格教師 を擁す るこ

とが 日本語学校設置基準 の一つ とされ るに及んで,日 本語教育能力検 定試験 は,日 本

語教 師全体 の73%を 占める13)民間機 関で働 く教 師の問で周知徹底 ・合格必須 とされ て

いる ものになってい ることは否めない。

以上の よ うな経 過 を経て'93年現在,国 内 にお いては11,142人14>の 日本 語教 員 を数

え るに至 っている。その伸 びは'87・'88年で大 きくな っているが,そ の理由 としては,

「留学生10万 人計画」が国策 として うたわれ 日本語教育が広 く社会 的な認知を得た こ

と,'85年 の 「日本語教 員の養成等 につ いて」 を受 けて開設された大学及 び民 間の教

師養成講座か らその修了生が出始めた ことが考 えられ る。

けれ ど もその一方で,グ ラフ1に 見 られるよ うに専任教員 の数 は'89年ごろか ら頭
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打 ちにな ってお り,現 場 の指導は非常勤教員 に負 うところが極 めて大 きい といわ ざる

を得ない状態 になってい る。 これは大学 ・民 間機関 を問わず経営 の引 き締め を行 って

い るか らと考 え られ る。

しか しなが ら,長 期的な運営 ・よ り活性化 した教育現場 とい うこ とを考えれば,専

任教員 を中心 と した よ り安定的な教 師集団の育成が不 可欠である。そ うした観 点か ら

みれば,養 成 した教員の社 会的身分保障が さまざまな点か ら望 まれ る。

また,養 成 プログラムの内容 について も,プ ログ ラム全体 のコーデ ィネー ト,そ れ

がで きる人材 の育成,実 習授業 の充実 といった課題16)を抱 えているが,そ れは'90年

代 の半ぼの現在 において も解決 された とはいいが たい。 ことに,民 間各機 関のプログ

ラムが 「受験対 策講座」化 してい る今 日,そ うした観点 に立 った プログラムの再検討

が必 要 になってい る とい えよ う。今後,国 際交 流基 金やJETプ ロ グラム(Japan

ExchangeandTeachingProgram)な どを中心 に外国人教 師の育成 も行われてい こう

が,そ うした際 に もこう した課題が重 要になって くるもの と思 われる。

3.教 育機 関整 備 期

1986「 外国人受入機 関協議会」発会。

1987厂 全国 日本語教育機 関振興協会」発会。

1988「 上海事件」発生。

日本語学校 の運営 に関す る調査研 究協力者会議,「 日本語教 育施設 の運営 に

関する基準 につ いて」発表。

1989「 日本語教育振興協会」設立。

1990厂 日本語教 育振 興協会」財団化。「外国人受入機 関協p会 」,「全 国 日本語教

育機 関振興協会」解散。

1993日 本語教 育振興協会,'95年10月 以 降の新設 日本語学校 に対 し認定基準厳 格

化,土 地 ・建物の 自己所有 などを求め ることに。

日振協発行 の 『日本語教育施設要覧』 に,修 了生 の進学先 を明記する欄が登

場。 日本語 学校が進学予備校化す るとの懸念 も。

法務省 ・外務省 ・文部省 ・日振協 の定例 会議 などで,日 本語学校 の優 良校 ・

非優 良校 の選別構想が話題 に。
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グ ラフ2日 本語教育関数の推 移
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グ ラフ2に み るように,教 員 同様,教 育機 関の方 も'86～'87年ごろか ら徐 々にその

数を増 している。 ことにそれは大学 院 ・大学及 び一般教育機 関におい て顕著であるが,

国立の大 学院 ・大学 は 「留学生10万 人計画」 を受 けて留学セ ンターなどを設置 した こ

とが大 きい。私立大学 の場合 は,'93-一一'94年以降 の18歳 人口減 少期 を迎 え るに当た っ

て,そ の穴埋 め としての留学生獲得 とい う意味合い もあ った もの と思 われ る17)。

一方
,一 般民間機 関において は,こ の時期,従 来か らあ った教 育機 関の他 に,商 社,

予備校,人 材派遣 会社 な どが 日本語学校設立 に動 いた。た とえば,機 関急増期 に当た

る'88年度 だ けを取 ってみ て も,4月 一 日商岩井 ・神 戸製鋼 な ど異業種5社,駿 河台

学 園(予 備校),テ ンポ ラリーセ ンター(人 材 派遣),9月 一 バ イリ ンガル(語 学学

校),10月 一 シ ンプル(コ ンピュー タソ フ トウエ ア),オ リエ ン トフ ァイナ ンス(信

販),89年1月 一 ナ ガセ(学 習塾),2月 一 河合塾(予 備校)な どが 日本語 学校 を開設

している18)。そ して,'90年 には464機 関を数え一つ のピークを迎えている。

ところが,民 間の教育機 関が急増す るに伴 って,そ れに関連す る トラブル も急増 し

てい る。上記 と同様,'88年 度の 日本語学校 関連の事件 の記録19)には,た とえば次 の

よ うな ものがある。

'88/4「 日本語学校乱立
,『出稼ぎ』受 け皿 に」の報道 しきり。 「身元引 き受 けのた

めの形 ばか りの日本語学校」(「日経産業」4/13)

7日 本語学校 の幹部 に,入 国管理局OBの 就 任が 目立 つ として問題化。(「朝
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日」7/3)

「Aアカデ ミー」(東 京)で 就学生が授 業 レベ ルが低 い と壁 新聞で訴 える。

(読売7/6)

10京 都市内の 日本語学校で,マ レー シア人就学生が 「粗末 な授業」 な どを理 由

に自主退学,大 阪入管が調査 に。(朝 日10/18)

就学生の滞在 条件 の一つ 「身元保証 人」 をめ ぐって,何 者かが他 人の課税証

明書や住民票 を使 って 日本語学校で登録 す る事 件が都 内で明 るみ に。(2カ

月間で8区11件)

11ニ セ身元保証人事件で,「B専 門学校」(東 京)理 事長逮捕。

12前 総務部長が一人3～10万 円の手数料 を取 りニセの在学証 明書 を発行 した と

して,「C日 本語研 究所」が東京入管か ら1年 間の就学生受 け入 れ禁止処分

を受 けて いた ことが明 るみに。

法務省,ニ セ身元保証事件で 「職員 による悪質 な文書偽造」 と判 断,rD学

院」 を不適格校2°)処分 に。

'89/1上 海市での騒 ぎ21)に関連 して法務省が23校 を適格校 取 り消 し処分 としたが
,

東京都内の学校 では,校 長 に事実関係 を質 した り市民運動が起 きた りまたニ

セリス トが出回 った りと混乱 に。(「朝 日」)

3事 務 局長 らが上 海市で生徒 を違法募集 していた疑いで,開 設予定 の 「E日本

語学校」(埼 玉)を 家宅捜査 。

学校 とは名 ぼか りで 出稼 ぎ外 国人の隠れみ のにな っている として,東 京都品

川区は 「F専 門学校」 に改善 を指示。

こうした流れの 中で外交 問題 にまで発展 した のが,'88年 の 「上海事件」22)であ る。

多額 の授業料 などを日本語学校に払 い込み入学許可証 を取得 しているにもかかわ らず

日本入 国 ビザが取れず,怒 った多数の就学希望者が抗議行動 に出た ものであ るが,結

局,学 習 目的の ビザ発 給 を急 ぐ ・前払 いの授 業料 な どの返還援助 をす る ・日本 国内の

日本語学校 に対 して指導 を行 うなど法務省が歩み寄る形で決着 した。

こうした一連の悪質な 日本語学校の動 きに対 して,日 本学校 自体 も自主的な規制 に

乗 り出 した。 まず,'86年 には 「外国人就 学生受 入機 関協議 会」(外 就協)が 発足 した。

これ は,「 日本語教育機 関が入国管理局 と協 力 し,健 全な就学生受 け入れ組織,制 度
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を作 ることを目的 として発足,就 学生の入国手続 きの改善 に関す る提言,研 修会の開

催 な どを主 な活動 とした」23)ものであ る。 さ らに翌'87年 には,「全 国 日本 語教育機 関

振興協会」(全 日語協)が 発 足 した。外就協 には入国管理局e法 務省 とい う後 ろ盾が

あったのに対 し,全 日語協 は,「 文部 省所 管の 日本語教育機 関 ・研究機 関が,大 学進

学入学希望者 を対象 に一定期 間以上 の全 日制の 日本語教育 を行 ってい る日本語教 育機

関の充実 を図るた めに設立」 した ものであ る。いずれ もいわゆる老舗 の伝統校が現状

に危機意識 を抱 き,そ の中心 とな って設立 した ものであ る。

けれ ども十分 にその機能を果た していた とはいえない部分があった。

外就協 会員校 ぱ88年 末で200校 を越 えそれ らを合わせ る と全就学生 の70%を 抱 えて

い るが,ぐ る一ぷ 赤かぶ(1989)に よれぼ,「 外就協 の会長A氏 に よれ ば,外 就協 は

『入国管理局の厳 しい 審査 を経た上で就学生 と して適当であ るとの判 断を下 された も

のの中か ら,さ らに良好 な学校 として選 ぼれた』学校 によって構成 されているとの こ

とであ る。 じつの ところ,こ れは全 くウソで あ り,外 就協 には文書偽造で警察 に摘発

された学校や アルバ イ トの手配 師のよ うな学校 まで堂々 と加盟 して」 いた以)という。

さらに同様 な指摘 は山口(1988)も してお り25),「問題なのは,何 の根拠 も無 いのに,

外就協加 盟校 が 『優 良校』 として通 っている点だ。(中 略)外 就協 に加盟す るとどん

なメリ ットがあ るのだろ うか。それは入管で,学 生 の事前審査が通 りやす い ・ビザの

期 間更新 を しやすい とい うこ とに尽 きるのである。それ以外 には,保 証人の世話 を し

て もらえることも挙げ られる。」 「外就協 加盟校で かな り悪質 なところがある。(中 略)

出席簿 の改竄 ・定員の ごまか し ・入学証明書 の濫発 ・誇大広告 ・寮の不備 な ど。数 を

挙 げたら,枚 挙 に暇が ない」 としてその例を具体 的にあげている。外就協 に比べて加

盟校 の少 ない全 日語協26)の場合にはこ うした悪質 な事件 の記録が見当た らないが,就

学生 の7割 を抱 える外就協 が全体 として 自浄作用を果たせなかったの は事実である。

そ こで,'88年12月 に,日 本語学校 の標準 的基準 に関す る調査 研究協 力者 会議 が

「日本語教育施設 の運営 に関する基準 について」をま とめた。 これ は,文 部省 ・法務

省 ・外 務省 の後押 しを受 けた もので,「 日本語の学習 を主 な 目的 として来 日し滞在 す

る外国人を対象 に 日本語教育を行 う教育施設がその 目的を達 成す るため に備 える必要

があ ると考え られる用件 を明 らかに し,も ってわが国 における 日本語教育施設の質的

水準の向上に資するこ とを目的」(「趣 旨」 よ り抜粋)と す るものである。以下,こ の
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趣 旨に従 って,修 業期 間や授業時数 ・教員 の資格 ・校舎 ・設備 な どについ て細か く基

準を設けている。前書 きで は上海事件 に も言及 してお り,事 件 が この基準発表を急が

せた様子 が うかがわれ る。

さ らにこの基準 に従 って 日本語学校の審査 を行 う機関 と して,'89年5月 「日本語

教 育振興協 会」(日 振協)が 発足,翌'89年2月 文部大 臣 ・法務 大臣の許可の もとに財

団化(後 に外務 省 も加わ る),さ らに3月 には文部省が 日本語教育施設審査 ・証 明事

業の法 人 として 日振協 を認定,こ こに,よ うや く政府 の認定 を受 けた 「お墨付 き日本

語学校」が明 らか にされ ることとなった。認定 は3年 ご とに更新す る形で行 い,'94

年10月 末 まで に562施 設 を認定 した27)。認定校 について は,所 在地 ・設置者 ・学校教

育 法上 の位置づ け ・日本語教育開始年月 日 ・設置 コース ・在籍者数 などの情報 ととも

に要覧の形で リス ト化 され,関 係機関 に配布 されてい る。基準 はその後,'93年 に,

日本語教育施設を設置 しよ うとす る者 に対 しよ り厳密 な経済的基盤 を備え ることを義

務づ けること,及 び教育 の編成の中心 とな る 「主任教員」 の配置 を明記す るな どの改

訂 が行 われ,さ らに'95年10月 以降の新 設 日本語学校 に対 しては土 地 ・建 物の 自己所

有 を求め るな ど,日 振協 はまさに民 間日本語学校 の番 人的な存在 とな って今 日に至 っ

ている。

しか しなが ら,そ うした立場 にあ る日振協 にあってさえも,問 題がなか ったわ けで

はない。 岡 ・深田(1995)に よると,上 海事件 の後 の'90年7月,「 上海市当局は返金

問題が解 決されていないな どを理由 に,17校(後 に1校 減)の 悪質 日本語学校 に対 し

て入学希望者のパ スポマ トを発給 しない とい う厳 しい処 分 を発表 した。(中 略)問 題

はこの17校 の うち12校 が振興協会の認 定校であ り,し か も2校 は振興協会 の 『評議員

校』であ ったとい う事実で ある。振興協会 の余 りにもずさんな認定審査 と監督不行届

に対 して非難の声が あが った」,さ らに 「この ため,振 興協会 が作 成 した 『日本語教

育施設要覧』 の在外公館へ の配布を外務省が渋 り,半 年近 く遅れる という一幕 もあ っ

た」28)とい う。 この時期,発 足か ら1年 以上たち,す で に6次,計366施 設の認定を終

え,日 振協 は,日 本語学校 の監督機関 として名実 ともに社 会に認知 されていたはずで

あ る。

また,そ うした象徴 的な事件でな く日常的な問題 として,日 振協 の指導力の弱さを

指摘す る声があ る。なるほ ど,こ と日本語学校の設置に関 しては日振協は監督 的な立
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場 を果た してはいるが,一 度認定した学校が何 らか の トラブルを起 こ した ときには実

質的な指 導を行 うことはで きない とい うので ある。 たとえば 『月刊 日本語』編集部 に

よると,中 国人就 学生 に対 して来 日以前 の授業料 を も請求す る悪質な 日本語学校が あ

るが,そ れに対 して 日振協 は 「日振協 は公益法人で あるため,調 査 は行い ますが,返

還す るように強制する権 限は持 っていません。(中 略)学 校 と学生 との問題 です ので,

授業料 を返還す るよ う指導す るのはむずか しい」29)としてい る。また,同 編集部 は86

校 に対 して ア ンケー ト調査 を行い,日 本語学校 が 日振協 に望む こととして次 のよ うな

ま とめ3°)をしてい る。す なわ ち,「 日本語学校 の実態 を詳 し く知 り,学 校 ・教 師 ・学

生が いまどんな問題で困 っているか を把 握 し,そ れ らを解決すべ く関係各省庁 とのパ

イプ役 を果 たす,日 本語学校 の利益 を守 り,サ ポー トする頼 りがいのあ る団体 であ っ

てほ しい」。 こうした声 も,日 振協 が審査 ・認定機関 としてのみ機能 してい ることの

不 満の表 れ といえよう。

さ らに,設 置 の際 の審査その ものについて も疑問の声がある。前述 のように,日 振

協 は,設 置 しようとす る者 に対 し厳密 な経済的基盤 を備え ることを義務づ けそ の旨審

査基準 に うた っているのだが,そ の点 につ いて大森(1993)は,「(日 振協 は)具 体的

な内容をなす資本金 や経営形態 については審査 の対象 と していませ ん。 これ による無

計画で粗雑 な認定業務 は,い まだに全 国の学校 の定員充足率が50%を 切 るとい う状態

を生み 出 し,す でに60校 を越 える廃校 を招来 させて」31)いる と指摘 してい る。 同様 な

指摘 は 『月刊 日本語』編集部(1993)に もあ り,日 本語学校廃校 に際 して生徒 の立場

をまった く顧み ない方策が とられ ることに対 する弁護士 のコメン トとして,「(そ うし

た方策 を とる学校側 に問題はあるが)つ ぶれ るよ うな学校 を数多 く認定す る日振協 に

も責任 があ ります」32)ということばを紹介 してい る。本論冒頭,東 京新聞 の 「日本語

学校 に廃校 の嵐」 とい う記事 に も,「(金 儲 けだけの学校 がで き)ま た,そ んな学校 が

簡単 に(日 振協 の)認 定を受 けた」 とあ る。

・ しか しなが ら,そ うした課題 ・問題点 を抱 えなが らも,日 振協 の誕生は 日本語教育

行 政のいわば歴 史的必然であ り,日 振協 な くして は健全な民間の 日本語学校の育成は

な され ないで あろ うことは前述 の'80年代後半 の野放図 な状態 をみれ ば明 らかであ っ

た と思われる。当時,日 本語学校関係 の不祥事 に対 して,学 校経営者 とそ こで働 く教

員 とを一緒 に して考x,「 日本語学校 は不法就労 ・不法滞在 の温床,日 本語教師 はそ
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のお先 棒を担いでい る」33)とい った ような雰囲気が なきに しもあ らずであ ったが,責

められ るべ きは経営者 の見識 ・体質であ り,現 場 の教師 は日々 よ りよい指導 を目指 し

て努力 を積んでいた。 けれ どもあのような状態が続 けば,民 間の 日本語学校 は風評通

り自己崩壊 していったので はないか と思われ る。 グラフ3お よび91ペ ージの不法残留

者 の数 を見 ると,大 学教育 を前提 とした学習者約4万 人 に対 して,就 学,留 学 ビザを

所持す る不法残留者 は実 に3万 人である。こ うした実態を踏まえて 日振協の存在を考

え る必要があろう。

4.再 編 成 期

1982入 管法改正 「就学生」 ・ 「技術研修生」 とい う身分 を認定。

1983留 学生の アルバ イ ト,週20時 間まで認める。

1984「 留学生10万 人計 画」発表 。

就学 ビザの簡素化,日 本語学校の代 理申請認 める。就学生の アルバイ ト,週

20時 間まで認める。

中国残留孤児定着促進 セ ンター発足 。

1985帰 国子女,1万 人越 える。

1987こ の ころか ら就学 生急増。民間の 日本語学校開校相次 ぐ。風俗産業 に従事す・

る 「じゃぱゆきさん」社会問題化。

1988不 法就労 ・不法滞在者 の摘発相次 ぐと同時 に,そ の劣 悪な滞在状況が盛ん に

報道され る。また,就 学生 同士 の犯罪報道盛 んになされ る。「じゃぱゆ きく

ん」が 「じゃぱゆ きさん」を上回る。

「上海事件」発 生。

19896月,天 安門事件発生。

1990入 管法改正。

バブル,は じける。

1991イ ラ ン人急増,社 会問題化 。

1992日 本語指導が必 要な児童 急増。

1993ド イモ イ政策を とるベ トナムに日本語学 習熱。

1994APEC構 想具体 策,本 格 的検討開始。オセアニアに日本語を初め とす るア
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グラフ3学 習者数の推移
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→一学習者総数
一← 大学教育前提

→←その他一般

+技 術研修目的

+外 国人子弟

75767778798081828384858687888990919293

ジア語 ブーム。

留学生の伸 び鈍化。不法残留外国人,は じめての減。技術労働者 の入国減。

「日本語学校 に廃校の嵐」(東 京新 聞)

1995淡 路 ・阪神大震災。地下鉄 サ リン事件,松 本サ リン事件 な ど,一 連 のオーム

真理教事件発 生 ・発覚,社 会不安広が る。急激 な円高,一 時79円 台突入。

中国残留婦人の帰国増 え,「第2次 帰 国ラ ッシュ」

再編成期 は,'92年 ごろまでのバ ブル経済 と軌を一 にす るよ うに学 習者が増 え続 け

行政がそれ に規制 を加えよう とす る 「学習者選抜期」 と,同 じくバ ブルがは じけたの

に歩調 を合わす ように学習者が減 った ものの,そ の一方で従来 とは異な る学習者が表

れ 出 しそれによって日本語教育 のあ り方 も変わ ってい く 「新規学習者出現 ・増加期」

に分 けて考 えるこ とがで きる。

4-1.学 習者選抜期

グラフ3の うち,「大学教育前提」 とは,日 本語学校 に学 びなが ら大学(大 学 院)

進学 を目指す 者及 びすでに大学 ・大学 院に在籍 してい る者両方を含む。 また,「 その

他」 とは,ビ ジネスマ ンや主婦 ・宣教 師 ・研究者 な どを指す。

'86年ごろか らの学習者の増加 は大学教 育前提 の者 に著 しいが
,こ れ は,'87年 ごろ

か らの 日本語教育 を行 う大学 ・大学 院の増加及 び'86年ごろか らの一般教 育機 関の増
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加 とほぼ一致す る。そ して,そ れに伴 って日本語学校 に関連す るさまざまな違法行為

が増加 し,そ れ に対 して 日振協 の設立や後述す る入管法 の改正 などとい う形 で管理体

制 が整 えられてい くのだが,そ の検討 の前 に,ま ず,'80年 代初 頭の 「留 学生10万 人

計 画」前後の行政につ いてま とめてお く。

法務省 は,'82年 に入管法 を改正 し,「就 学生」 とい う身分 を規定 した。それ まで民

間の日本語教育機 関で学ぶ外 国人 は外交官 ・留学生 ・観光……な どとい う規定 に入 ら

ないいわぼその他扱い を受 けていたのだが,こ れ によって一つの明確 な身分認定を受

けた。そ して,そ れ は同時 に,ま ず は日本語 のみ を学んでお きそれに続 いて大学な ど

で専門を修 める とい う 「就学生→留学生」 という道を開いた ことを も意味 した。さ ら

に,'84年 には,そ れ まで就 学希望者 自身が現地の在外公館 にさまざまな書類 を集 め

申請 していたのを簡略化 し,日 本語学校経 由で 申請する ことを認 めた。加えて,よ り

外国人が滞在 しやすい ように,留 学生 は'83年,就 学生 は'84年,そ れ ぞれ週20時 間ま

でのアルバ イ トを認めた。 これ ら一連 の動 きの裏には 「留学生10万 人計画」があった

のはい うまで もない。

そ して,そ の ような素地 の もとに,'88年 ごろか ら,就 学生,そ して一部就学生 に

よる不法就労,日 本語学校 にまつわ る不祥事が急増す る。それ ら急増の背景 には,就

学生 を集めたい 日本語学校,労 働力不足 に悩 む中小企業,開 放政策で国外 に出ること

を夢見 る中国人青年,身 元 保証 人ブローカーの存在鋤があ った。事情 は,'82年 就 学

生 と同時に認定 された 「技 術研修生」 とい う身分で も同 じであ った。産業技術 ・技 能

を習得す る とい う目的を離れて,不 法就労 をす る外国人が同様 に急増 していた。

こうした一連の就学生問題 に対 して,警 察 による一般 的な取 り締 ま りの他,政 府 は

まず,'90年 に日振協が財 団化 して結実す る日本語学校規制 とい う形で対処 した。 そ

して次 に,同 じく'90年の更 なる入管法改正で,不 法就 労先 の規制 とい う形 を取 った。

す なわち,「不法就労助長 罪」を設 け不法就労者を雇用 してい る雇用主 を罰す る,研

修先 に研修生を受 け入れ る際の最低賃金や研修計画 の作成 を求め るとい う形で規制 を

加 えた。

その一方で,次 のような直接外国人 を規制す る方策 もとられた。

1988不 法就 労 ・不 法滞在者 の摘発相 次 ぐ。「じゃぱ ゆ きくん」が 「じゃぱゆ きさ

ん」 を上 回る。その一因 に,パ キスタ ン ・バ ング ラデ ィシ ュ ・ス リランカな
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ど との ビザ相互免 除協 定 の存在。 このた め政府 は,こ の ころか らこれ らの

国々 との協定 を次々 と破棄。 その結果,以 降,パ キスタ ン ・バ ング ラディ

シ ュ人激減。

1990こ の ころか ら,就 学 ビザ更新 に90%以 上 の授業出席求め るよ うに。

1991法 務省,中 国人就学希望者の申請書類 の中に偽造卒業証書な どが 多いため,

'91年10月 以降の希望者に対 して
,「 卒業事実 に係わ る公正証書」 の添付 を義

務づ けることを通知。

法務省,中 国側に照会 していた卒業証書 に係 わる公正証書(約6千 件)の 真

偽 につ き中国側の回答を発表。福建省で は千件 以上,上 海市な どで の数百件

が偽造 と判 明。

1992前 年社 会問題化 した イラン人問題 を打 開す るため,イ ランとのビザ相互免除

協 定破 棄。

1993日 本語教育推進施策 に関す る調査研 究協力者会議(文 部省),「 不 法就労 の隠

れみ の化防 ぐため,50～60時 間程 度の 日本語既習 を就学 ビザ発給 の条件 に」

と提言。

1994法 務省,日 本語学校に対 し,「中国人不法残留者防 ぐため,学 費 ・生活経 費

支弁 者(保 証人)な どの審査厳格 に行 う」 との通 達。九州地区で 反発。

こうして見てみる と,再 編成期 の前半 は,政 府当局が不法入国者 ・不法残留者 を阻

止 しようとす る学習者選抜期である ことがわかる。 『月刊 日本語』編集で は,'92年10

月時点で 「留学生10万 人計画」以後 を第1期('83～'86),第2期('87～'88),第3期

('89～'92)に 分 け,そ れぞれの主だ った就 学生を,台 湾人,中 国人,申 国人か ら韓

国人 としてい る35)が(グ ラフ4参 照),最 近の就学及 び留学 ビザ所持の不法残留者 数

は以下 の通 りで ある。(法 務省入 国管理局調べ)

就学 ビザ所持者 留学 ビザ所持者

'91年11月1日15
.145人(内,中 国人12.678人)

'92年5月1日16
.998人(内,中 国人14.185人)

'92年11月1日18
.112人(内,中 国人15.094人)5.124人

'93年5月1日20
.095人(内,中 国人16.773人)6.484人

'93年11月1日22
.122人(内,中 国人18.810人)6.497人
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'94年5月1日23
.995人(内,中 国人20.567人)7.659人

'94年11月1日23
.493人(内,中 国人20.163人)7 .502人

就学 ビザ所持者 の不 法残留者が全体 に占め る割合は6～8%,同 じく留 学 ビザ所持

者の割 合は2%,就 学 ビザ所持者の不法残留者の うち中国人の割合 は85%前 後であ る。

さ らに,入 管 によると,'94年11月1日 現在,中 国人で就学生 として入国 して いなが

ら不法残留 の状態 にな ってい る竜のは51%に 上る とい う36)。ただ し,全 体 と して多 い

のは,タ イ,韓 国,中 国,フ ィリピン,イ ラン,マ レーシア,ペ ルー,台 湾 の順であ

る。

前述 のように,4万 の大学教育前提の学習者数 に対 して3万 とい う驚 くべ き不法残

留者数であ り(た だ し,こ れ は,毎 年4万 人 の内の3万 人が不法残留す ることを意味

す るのではない。4万 人 の新規学習者を迎 える一方,数 年 にわたって不法残留 してい

る者の内,毎 年3万 人程度が発覚す ることを示す もので ある),政 府 当局 の学習者選

抜施 策が どれだ け効を奏 しているのか疑問 に思えるが,不 法残留者の数が このまま継

続 あるい は悪化す るか どうか は実 に微妙で ある。 まず,バ ブルがは じけて'86年後半

か ら'90年半ばまで続 いた平成景気が終焉 した後,底 を打 った とはいわれ る ものの'95

年半 ばの今 日まで明確 な景気 の好転が見 られない。'95年初頭 には一 時79円 台 とい う

未曾有の円高を経験 した。製造業 などにおける海外移転が進行 し,産 業 の空洞化が叫

ばれ ている。 毎 日新聞37)によれぼ,'94年 の技 能労働者(金 融 や コ ンピュータ ソフ ト

な ど専 門的な技術 を持 つ者)の 入 国が対'93年比で約2割 減 ってい ることが 明 らか に

な った。そ してその背景 には,さ まざまな規制で空洞化が指摘 され る東京金融市場 か

らの外国 の銀行,証 券 会社 の撤 収があ るとい う。不法就 労の場 自体 が激減 し,ま た

いったん入国 して円建 ての賃 金を もらうならともか く,現 状で は入国その ものに莫大

な資金がかかる。加 えて,今 年初 めに起 こった淡路 ・阪神大震災 ・一連のオーム真理

教事件 は,日 本の安全神 話 をつ き崩す とともに 厂病んだ 日本」 を見せつけた38)。これ

らの影響 を受 けて,現 に,'94年11月 には初 の不法残留者の減少 を見ている。

事情 は,日 本語学 習者 の場 合 に もまった く同様 であ る。学習 者数の推移 を見 る と

'90年に急激 な減少39)を見た後 は総 数は再 び順 調 に増加 して
い るように見 える。 しか

しなが ら,小 林(1994)に よる と,'94年 の年末で,日 振協 認定校 は399校 あるが,そ の

収容定員総数 はおよそ63.500人,在 籍者総数は同 じく31.000人 で,定 員充足率 は49%
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グラフ4就 学 目的の新規入国者数の推移
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であ る とい う。 しか も,い ず れの学校 もこ うした充足率だ とい うので はな く,20～

30%付 近 と70～80%付 近 とで二つの ピークを形成 してい るとい う。機 関数 を見 ると一

般 の教育機 関で少 な くとも'93年まで は順調 に増加の一途 をたどっている ように見 え

るが1こ うした実態では,早 晩,2～3割 の充足率 しか ない 日本語学校 は廃校 せざる

を得 まい。

また,読 売新聞41)によれぼ,「 留学生10万 人計画」 自体 も頓 挫す る可能性が極 めて

高 くな り,'94年5月 現在で公 費 ・私費合わせ た留 学生総数 は53.787人 に上 った もの

の,伸 び率 は4年 連続 して減少,2.6%に と どま り,計 画以前 の'79年以 来の低 率 と

な った。 国費 は7.4%の 伸 びを見せた が,全 体 の8割 以上 を占め る私 費 はわず か に

1.8%の 伸 びで ある。不況 ・円高 ・社会不安 をま ともに受 ける私費留学生 の滞在状況

を考 える と,こ の数字はさらに今後 も悪化 す ることが十二分 に考え られる。公 費 ・私

費 ともに,寮 など経済的負担 の少 ない宿泊施設を用意す る,さ まざ まな奨学金を提供

す る,他 の先進 国なみ に母国 にい なが ら進 学先が決 め られ るようにす る42)など,具 体

的な留学 生救 済対策 を早急に本腰 になって講ず る必要があろ う。

4-2.新 規学習者出現 ・増加期

以上の よ うに冷 え込 んでい る 日本語教 育であ るが,そ の一方で'90年代 中期 になっ

た今 日,従 来 とは異な る学習者が 出現 しまたそれによって日本語教 育のあ りよ うが変
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化 してきたの も事実で ある。

まず,新 しい学習者 と しては児童があげ られる。文部省 「平成5年 度 日本語教育が

必要な外国人児童 ・生徒 の受入れ状況等 に関す る調査 」の結果に よる と,平 成5年9

月1日 現在,公 立小 ・中学校 に就学す る外国 人児 童 ・生徒 は,小 学校で2 .611校 ・

7.569人,中 学校 で1.094校 ・2.881人 に達す るとい う。 しか も,そ の母語 は,ポ ル ト

ガル語38.8%,中 国語30.396,ス ペイ ン語12 .9%だ という。 こ うした背景 には,'90年

の入管法改正で,日 系人対象 に就 労資格つ きで家族 の同伴 も認 められ る 「日本人配偶

者等」や 「定住」 とい う有利 な在留資格 を作 った ことが ある。

しか しなが ら,児 童 の母語 にな じみがなか った り在 日期 間が まちまちな こともあ り

受 け入 れ学校は対 応 に苦慮 してい る。文部省 は こう した事態 を受 けて,'92年,小 学

校高学年用 の日本語学習教材 「にほん ごをまなぼ う」(ぎ ょうせ い)及 び'93年 厂日本

語 を学ぼ う2」(同)を 作 成 した。また,ア ルク出版 『月刊 日本語』で は,'93年1月

に 「日本語が必要 な子 どもたち」 とい う特集 を組んで,そ の児童対象 の日本語教育の

取 り組 み実践例な どをあげてい る。

さらに新 しい学習者 としてあげ られるの は,中 国残留婦人で ある。

中国残 留孤 児につい ては'81年か ら訪 日調査が始 まっているが,訪 日人数 も激減 し

てお りその判明率 も最 近 は1096前 後 であ る43)。けれ ど も,中 国帰 国者定住促進 セ ン

ターの機 関誌 『同声 ・同気2号 』44)によると,'95年,「 孤児 等 中国残留邦人 の帰国 ・

受 け入れ の歴史 は今 また大 きな転換期 〈第二の帰国 ラ ッシュ〉 をむか え(中 略),残

留婦人 とその同伴家族の大量帰 国を想定」 してい るとい う。

加 えて,国 際結婚の急激な増加がある。

戦後 の 日本人の国 際結婚 は高度成長の終わ りごろ'75年ごろか ら農村 の嫁不足解消

とい う形で一部で あったが,'89年 ごろか ら急増 し,厚 生省 人口動態統計 による と,

65年 には 日本人 と外 国人 との婚 姻率 は0.4%だ った ものが,'89年 には3.2%,'93年 に

は3.3%に 達 してい る。100組 に3組 とい う高い率であ る。また,最 近 の特徴 として,

日本人男 性 とアジ ア人の女性 との婚姻が 目立 ってい る。'93年 の統計 で は,最 も多い

のは フィ リピンの31.8%,次 いで中国23.3%,さ らに韓 国25 .2%,タ イ9.6%,ブ ラジ

ル3.1%と 続 く。 もちろんこ うした背景 には'80年代後半 の急激 な外国人流入があ る
。

それはた しか に不法就労な どの問題を生み は したが,そ の一方で 日本社会 にしっか り
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と根 を下 ろす外 国人を数多 く生 み出 したこと も事実である。

こうした流 れを受 けて,日 本語教育 のあ り方 も変わ りつつある。す なわ ち,外 国人

児童 に しろ残留婦 人に しろ,ま た 日本 人の配偶者及びその子弟に しろ,従 来 は 日本語

教育施設 がその 日本語学習の受け入れ先で あ った。それは今で も変わ りが ないが,そ

れ と別 にあ るい はそれ と平行す る形で,地 域 がその受 け皿 とな るケースが増 えつつ あ

る。そ う した活動 は,ボ ランテ ィアによる日本語指導 とい う形で具体 化 してい る。た

とえぼ,『 東京 ボラ ンテ ィア日本語教室 ガイ ド』(東 京 ボ ランテ ィアネ ッ トワー ク),

『草 の根 日本語 教育事 例集』(笹 川 平和財 団),『 ひろが る日本 語教育 ネ ットワー ク

最 新事例集』(日 本 語教育学会)に は,日 本語指導 を行 うボ ランテ ィア団体 名やその

具体 的な活動例 が紹 介 してあ る。また,『 月刊 日本語』で も,'94年11・12月 号や'94年

4月 『アルク地球人ム ック 入門 日本語の教 え方』 などで特集を組んでいる。それ ら

には,学 習者 の生活実態に合わせたさまざまな指導形態が報告されている。

ともすれ ば日本語教育の専 門家 は日本語教 育の枠組み の中でのみ指導を とらえ 「初

めに日本語学校 ・日本語学習 あ りき」 と考 えがちであるが,こ うした事例 には,そ う

した従来 の とらえ方 とは異 なる取 り組み の様 子が うかが われる。すなわ ち,ボ ラン

テ ィア活動 の もとに集 まる学習者に してみれ ば,日 本語学 習 とい うのは生活の一部で

しかあ りえず,他 に家庭 ・職場な どにおける長 い時間をか ける活動 の場 を持 ってい る。

そ こで,ま ず,そ うした現実 を受 け入れ,そ の中で 日本語学習の時間を各 自実状 にあ

わせた形で持 とうとい う姿勢が学習者 にもボ ランテ ィア側 にもうかがわれ るのである。

それ は今 まで の日本語教育の修正 とい うよりも,外 国人が地域住民 として 日本社 会に

溶 け込 む際のた とえば社会学 ・心理学 などをも視野に入 れた日本語指導の発展的後退

とで もい うべ き現象 といえ る。

また もう一つそ うした活動に顕著 なのは,自 分たちの活動で完結 しよう とす るので

はな く,自 らの限界 を見極めそ して同 じ立場 の者 同士が連携 を持 とうとい う姿勢であ

る。国語研 究所が'93年度 よ り日本語教員 の多様性 ・自律 性 を重視 し夏期研 修 を取 り

や め 「相互研修 ネ ットワーク」方式の研修 に切 り替 えたが,そ れ と同 じよ うな形 をこ

うした ボ ランテ ィア活動が持 ってい る。 こうした姿勢 も従来の 日本語教 育が持 ってい

なかった ものである。
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終 わ り に

今回 は国内の状況 に絞 ったが,現 在そ して今後,日 本語教 育が求め られ る場 は国際

交流基金の調査が示す海外であ る。公私 さまざまな交流プログ ラムの成果で,今,日

本 語教 育の現地化が急速 に進んでいる。 加えて,昨 今アジア地域 の経済発展が著 しい

が,APEC(ア ジア太平 洋経 済協力会議)は アジ ア地域 の経済 ブロ ック化を 目指 し
,

域 内貿易 自由化の 目標年 として先進 国西暦2010年,途 上国 同 じく2020年 の合意 を行 っ

た 。EAEC(東 アジア経 済協議体)と の軋轢な ど今後の課題 もあ るが,こ うした構

想が具体化すれば域 内の 日本語教育 はい っそ う重 要性 を増そ う。 さらに,APEC提

唱者の オース トラリア,外 貨投資の受 け入れを重要 な柱 とす る ドイモ イ(刷 薪)政 策

を とるベ トナムなどで は日本国内で は考 えられないほ どの 日本 語学 習熱 が現 にある。
'90年ごろのブームは去 ったか といわれれ ば機 関数 ・学習 者数 ともにイエス といわざ

るを得 ないが,国 内 においては爛熟をす ぎてあるべ き姿 に返 った とい うべ きであろ う

し,海 外 においてはむ しろいよいよ本格 的な盛 り上が りを見せつつ あるとい うのが実

際 の ところで はないか と思 う。
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。後述 。
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私 立26と な っている。同報告書で は,「昭和63(1988)年 前 後 に教員養成課程等 を

開設 した大学が多い。特 に私立大学 においてそれが顕著であ る」 としている。
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動性 を踏 まえた独 自の領域及 びその教育時間を設定すべ きで ないか と考え られる。
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め,従 来3ケ 月で 出ていた ビザが6ケ 月経 っても発給されず,不 安 に思 った 日本
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4-5。 全 日語協 に関す る引用 も同 じ。
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